
（市 民 局） 

1 

 

 

 

令和８年第２回定例会議案説明資料 

 

 

（補正予算案）  

１ 議案第７６号 令和８年度千葉市一般会計補正予算（第１号）中所管 

（１）千葉の親子三代夏祭りへの負担金について ……………………………………… Ｐ２ 

 

（条例議案） 

１ 議案第７８号 千葉市客引き行為等の防止に関する条例の一部改正について … Ｐ３ 

２ 議案第７９号 千葉市新アリーナの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例  

         の制定について ……………………………………………………… Ｐ５ 

 

（一般議案） 

１ 議案第８５号 工事委託契約について（千葉市ＬＥＤ防犯街灯照明機器更新等包括  

業務委託） …………………………………………………………… Ｐ６ 

 

 



2 

(市民自治推進部 市民自治推進課) 

 

【議案第７６号】 

令和８年度千葉市一般会計補正予算（第１号）中所管 

（千葉の親子三代夏祭りへの負担金について） 

 

 

１ 補正理由 

千葉開府９００年記念イベントである千葉の親子三代夏祭りに対し、ふるさと納税を通じ

て個人の方から寄附があったため、主催者である千葉市を美しくする会への負担金として、

補正予算を計上するもの。 

 

２ 事業概要 

（１）千葉開府９００年記念イベント等の実施【事業費 ６，０００千円】 

  千葉開府９００年を記念して特別感を演出した新規イベント等を実施する。事業内容の詳

細については、千葉市を美しくする会と協議の上、決定する。 

   ア 開会式及びパレードの拡充 

   イ こども向けイベントの実施 

   ウ 千葉開府９００年を彩る会場内装飾  など 

 

（２）警備の拡充【事業費 １，５００千円】 

千葉開府９００年記念イベント等の実施に係る安全対策として警備費を拡充する。 

 

３ 補正予算の内容 

（１）補正予算額              ７，５００千円 

（２）財源      特定財源（寄附金）  ７，５００千円 

 

４ イベントの概要 

名  称：千葉開府９００年記念 第５１回千葉の親子三代夏祭り 

開 催 日：前夜祭 ８月１５日（土） １１：００～２０：００ 

   本祭り ８月１６日（日） １１：００～２０：００ 

会  場：千葉市中央公園及びその周辺 

 主な内容：パレード（武者行列、よさこい鳴子踊り等）、みこし・山車の渡御、親子三代 

千葉おどり、飲食・縁日出店、ステージ（ダンス、太鼓演奏等） 

補正予算書 Ｐ８、９ 
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(市民自治推進部 地域安全課) 

 

【議案第７８号】 

千葉市客引き行為等の防止に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 趣旨 

客引き行為等を行わせた事業者等に改善計画書の提出を義務付け、事業者の責任を明

確にするとともに、その内容を基に具体的な措置を把握する規定を新設する。 

これにより、一向に改善が見られない事業者に対しては、従来よりもさらに具体的か

つ効果的な行政指導、行政処分を実施する。 

 

２ 背景 

本条例の全部施行から４年が経過した中で、これまで客引き行為を行った違反者（客

引き行為者）に対しては迅速に行政指導、処分を行い、対策を図ってきた。 

その一方で、事業者のうち、特に店舗運営法人に対しては、勧告を行い、これまでも

直接の指導や立入調査を実施してきたところだが、「すでにできることはやっている」な

ど改善措置を図っている旨を口頭で述べるのみで、現地の状況は何ら改善されておらず、

実際にどのような具体的な改善措置を取っているのか実態把握が困難な状況にある。 

 

＜本市の客引き行為等禁止区域内で見られる実態＞ 

 

 

 

 

雇用契約
※客が事業者に支払った

　料金の一部を受託者から

客引き行為 　報酬支払

ビラ・チラシ配りを委託

(契約上、客引き指示はしていない)

店舗運営法人
客引きを雇用している

法人（受託者）

集客業務委託契約

居酒屋等

店舗

従業員
(違反者)

リーダー格

(指示役)

事業者

客引き行為者

議案書 Ｐ１３～１６ 
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３ 主な内容 

 

事業者（店舗運営法人・客引きを雇用している法人（受託者））に対し、勧告を行った上

で、必要に応じ改善計画書の提出を求める。 

 

（１）改善計画書のフロー 

 

（２）対象者 

事業者（店舗運営法人・客引きを雇用している法人（受託者）） 

  

（３）改善計画書の内容 

以下の事項を記載させる。 

ア 是正措置の実施状況（是正済みか否か）の報告 

イ 勧告を受けた事実に対しての改善、指導実績 

ウ 今後の改善（維持）計画 

 

（４）改善計画書を提出しない場合 

既に改善が図られた事業者を除き、改善計画書が正当な理由なく提出されない場合に

は、期限を定め「改善計画書を提出すべき」旨を命令する。それでもなお提出がされな

い場合には、過料を科し、公表を行う。 

なお、これはあくまで具体的な行政指導を行うために必要な改善計画書を提出させる

ことを目的としたものであり、改善が見られない事業者に命令を行うこと、過料を科す

こと、公表を行うことを目的としたものではない。 

 

４ 施行期日 

令和９年１月１日 

 

違反行為 勧告 命令 過料

公表

違反 違反

再度の

違反行為【一部改正】

改善計画書の

提出を求める

【一部改正】

改善計画書を提出

すべき旨命令

【一部改正】

改善計画書の提出

命令違反の場合

１万円以下の過料

【一部改正】

改善計画書の提出

命令違反の場合

公表
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(生活文化スポーツ部 スポーツ振興課) 

 

【議案第７９号】 

 

千葉市新アリーナの公共施設等運営権に係る実施方針に関する条例の制定について 

 

 

１ 趣旨 

ヒューリック株式会社が千葉県立幕張海浜公園Ａブロックに整備し、完成後に千葉市

へ条件付きの寄附を予定している新アリーナの管理運営に関して、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく公共施設等運営権※を設定するた

め、同法第１８条の規定に基づき、実施方針に関する条例を制定する。 

 

※公共施設等運営権とは、公共施設の管理者（地方公共団体の長）が所有権を有する

公共施設等について、民間事業者が運営等を行い、利用料金を自らの収入として収

受することを可能とするものであり、これを設定するためには、実施方針を条例に

より定めることとされている。 
 

２ 経緯 

令和７年 ７月 新アリーナの事業計画案について本市へ申し入れ 

 （株式会社アルティーリ、ヒューリック株式会社） 

令和７年１２月  「アリーナの建設及び管理運営に関する基本協定」を３者で締結 

令和８年 ３月 負担付寄附の受納議案可決（※） 

※ ヒューリック株式会社に公共施設等運営権を設定することが寄附の条件の一つ 
   

３ 主な内容 

（１）民間事業者の選定手続 

     民間事業者より提出された業務計画等について、業務の適正かつ確実な実施、事業

目的の効果的・効率的な達成、業務遂行能力の保持等の基準に適合するか審査し、選

定を行うこととする。 

（２）運営等の基準や業務範囲等 

     運営に当たり事業者が従うべき基準として、法令等の遵守、利用者への不当な差別

的取扱いの禁止、個人情報の適切な取扱い等を定めるほか、業務範囲は施設運営全般

とし、利用料金については市と協議のうえ定めることとする。 

 

４ 今後の予定 

千葉市ＰＦＩ事業等審査委員会（附属機関）による調査審議を経て、実施方針の策定、

特定事業の選定、事業者の選定を行った後、令和９年第２回定例会において、公共施

設等運営権の設定のための議案を提出する。 
 

５ 施行期日  

公布の日  

議案書 Ｐ１７～１９ 
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(市民自治推進部 地域安全課) 

 

【議案第８５号】 

工事委託契約について（千葉市ＬＥＤ防犯街灯照明機器更新等包括業務委託） 

 

 

１ 趣旨 

千葉市内に設置された防犯街灯について、電気料金の削減及び脱炭素を目的として、より

消費電力が低い灯具への更新工事及びその維持管理等を行うもの。 

 

２ 委託名 千葉市ＬＥＤ防犯街灯照明機器更新等包括業務委託 

 

３ 委託場所 

千葉市内全域（ただし、市境付近において、他の自治体の区域内に本市が管理する防犯街

灯が設置されている場合は、その範囲も含む。） 

 

４ 委託概要 

（１）現地調査、設計一式 

  （２）システム構築一式 

（３）防犯街灯更新工事等一式 

 （４）防犯街灯維持管理等一式 

 

５ 契約方法 随意契約 

 

６ 契約金額 

１，２８６，９４５千円（消費税含む） 

【内訳】 

（１）防犯街灯更新工事等一式 １，０３９，９９５千円（前記４（１）（２）を含む） 

（２）防犯街灯維持管理等一式   ２４６，９５０千円 

 

７ 契約期間 

契約締結日から令和２０年３月３１日まで 

（１）現地調査等一式 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（２）防犯街灯更新工事等一式 令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

（３）防犯街灯維持管理等一式 令和１０年４月１日から令和２０年３月３１日まで 

 

８ 委託の相手方 

千葉市ＬＥＤ防犯街灯照明機器更新等包括業務委託共同プロジェクト 

（代表構成員）東京都中央区東日本橋１-１-７ 京王東日本橋ビル 

岩崎電気株式会社 代表取締役 伊藤 義剛 

       （構成員）千葉市中央区問屋町１６番３号 

            福井電機株式会社 代表取締役 富塚 博祥 

議案書 Ｐ８２、８３ 


